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※必ず確認してください。
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1

氏　　名

外
国
人
の
方
の
み

□中長期在留者　□特別永住者
□その他（　　　　　　　　）

男　・　女

明・大・昭・平・令・西暦

外
国
人
の
方
の
み

□中長期在留者　□特別永住者
□その他（　　　　　　　　）

　　　　年　　　月　　　日
生年月日

男　・　女

特　例　転　出　届

令和　　　年　　　月　　　日

（あて先）

男　・　女

住
　
所

本籍(日本人のみ）

世帯主（　　　　　　　　　　　　）

世帯主（　　　　　　　　　　　　）

異
動
す
る
方
全
員
の
氏
名
等

転出(予定)年月日

明・大・昭・平・令・西暦

　

令和　　　年　　　月　　　日

様式第３号

注意事項

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

・記入漏れ、書類添付漏れがある転出届は受付できない場合があります。

　　年　　　月　　　日

郵送先 〒501-6292　岐阜県羽島市竹鼻町55番地　羽島市役所市民課　☎058(392)1111（内線2294）

2

・転出先での転入届の際に転出予定日から30日を経過している場合は、個人番号カードを使った転入届
が受付できないことがあります。その際は、改めて転出の届出をし、紙の転出証明書の交付を受ける必
要があります。

3

届
出
人

住　　所

氏　　名

昼間の連絡先

・この転出届は、羽島市を転出されて14日以上経過している場合は受付できません。

・新たな転入先での転入届の際に、個人番号カードを提示してください。暗証番号の入力が必要となり
ます。

年　　　月　　　日

氏　　名 明・大・昭・平・令・西暦

同封
するもの

届出人の本人確認資料（運転免許証・在留カード・個人番号カード・健康保険の資格確認書等の写し）

※個人番号カードの原本は郵送しないでください。

転出理由
(該当番号を○

で囲む)

１　職業上　　　　　　　２　学業上　　　　　　３　結婚 ・ 離婚　　　　　　　４　生活環境上
５　自然環境上　　　　　６　交通の利便　　　　７　住宅事情　　　　　　　　  ８　その他

□中長期在留者　□特別永住者
□その他（　　　　　　　　）


